
電子契約事務フロー 

結城市 事業者 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

・電子契約を希望する場合は、契約担

当課に電子メールにて電子契約利用

承諾書を提出してください。 

 

 

 

 

 

 

※現金納付は契約管財課でのお手続

きが必要です。銀行保証の場合は、原

本を提出してください（電子保証を

除く）。 

 

 

・契約締結権限者が担当者を兼ねる

場合は、担当者による確認・承認は省

略可能です。 

契約行為の発生 

（入札・見積合せ・協定等） 

電子契約利用承諾書 

受領 

電子契約利用承諾書 

提出 

契約関係書類の作成 

契約関係書類の提出 

・建設リサイクル法 

関係書類 

・※契約保証関係書類 

契約関係書類の受領 

電子契約システム（クラウドサイン） 

契約書アップロード 担当者による確認・承認 

契約締結権限者による 

確認・承認 契約締結処理 

契約締結（タイムスタンプ） 

契約書を 

ダウンロードして保管 

契約書を 

ダウンロードして保管 


